
に
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん

　

投
票
の
日
時
・
場
所
な
ど
を
記
載

し
た
は
が
き
「
選
挙
の
お
知
ら
せ
」

を
郵
送
し
ま
す
。
記
載
事
項
を
確
か

め
、
投
票
す
る
と
き
に
持
っ
て
来
て

く
だ
さ
い
。

　

は
が
き
が
な
い
場
合
で
も
、
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票

で
き
ま
す
の
で
、
投
票
所
で
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

　

投
票
時
間
は
、
７
時
か
ら　

時
ま

２０

で
で
す
。

　

た
だ
し
、
後
畑
集
会
所
・
下
川
上

集
会
所
・
平
谷
集
会
所
・
所
山
集
会

所
・
中
道
集
会
所
・
飯
山
集
会
所
は

７
時
か
ら　

時
ま
で
、
浅
原
中
央
活

１７

性
化
セ
ン
タ
ー
（
浅
原
市
民
セ
ン

タ
ー
）・
栗
栖
集
会
所
・
吉
和
第
二

集
会
所
・
吉
和
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
松

ケ
原
こ
ど
も
館
・
中
西
集
会
所
・
西

連
集
会
所
・
宮
島
杉
之
浦
市
民
セ
ン

タ
ー
は
７
時
か
ら　

時
ま
で
で
す
。

１９

※
今
回
の
選
挙
か
ら
、
後
畑
集
会
所
、

下
川
上
集
会
所
、
平
谷
集
会
所
、

所
山
集
会
所
、
中
道
集
会
所
、
飯

山
集
会
所
の
投
票
時
間
が
変
更
と

な
り
ま
す

　

年齢など　
平
成
５
年　

月　

日
以

１１

１１

前
に
生
ま
れ
た
日
本
国
籍
を
有
す

る
人

住　所　
平
成　

年
７
月　

日
以
前

２５

２３

に
本
市
に
転
入
の
届
け
出
を
し
、

引
き
続
き
市
内
に
住
ん
で
い
る
人

※
市
内
か
ら
県
内
の
他
の
市
区
町
へ

の
住
所
移
転
は
１
回
に
限
り
、
本

市
の
元
の
住
所
地
の
投
票
所
で
投

票
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
い
ず

れ
か
の
市
区
町
の
市
民
課
（
住
民

課
な
ど
）が
発
行
す
る
「
引
き
続

き
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
書
」

ま
た
は
、
住
民
票
の
写
し
（
コ

ピ
ー
不
可
）
が
必
要
と
な
り
ま
す

※
７
月　

日
以
降
に
、
県
内
の
他
の

２４

市
区
町
か
ら
本
市
に
転
入
の
届
け

出
を
し
た
人
で
、
転
入
前
の
市
区

町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
人
は
、
原
則
、
前
住
所
地
で

の
投
票
と
な
り
ま
す
の
で
、
転
入

前
の
市
区
町
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

　

な
お
、
前
住
所
地
で
投
票
す
る
と

き
は
、
い
ず
れ
か
の
市
区
町
の
市
民

課
（
住
民
課
な
ど
）
が
発
行
す
る

「
引
き
続
き
住
所
を
有
す
る
こ
と
の

証
明
書
」
ま
た
は
、
住
民
票
の
写
し

（
コ
ピ
ー
不
可
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
７
月　

日
以
降
に
県
外
か
ら
転
入

２４

し
た
人
お
よ
び
投
票
日
ま
で
に
県
外

選挙のお知らせはがき

を送ります
投票日・投票時間

選挙権がある人
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選 挙 に
行 こ う

１１月１０日掌は、広島県知事選挙の投票日です問合せ　廿日市市選挙管理委員会事務局　　　　　　　　　　　　緯運９１０１　佐伯支所（選挙担当）　緯演１１１１　吉和支所（選挙担当）　緯猿２１１２　大野支所（選挙担当）　緯運２００５　宮島支所（選挙担当）　緯瑛２０００
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
が
必
要

で
す
。「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」

の
申
請
は
、
常
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
早
め
に
選
挙
管
理
委

員
会
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

　

開
票
は
、
投
票
日
の
投
票
終
了
後
、

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

と　き　
　

月　

日蚊　
時　

分
～

１１

１０

２１

１０

ところ　
阿
品
台
東
小
学
校
体
育
館

※
選
挙
に
関
す
る
情
報
は
、
市
ホ
ー

　ムページにも掲載します

　

候
補
者
の
経
歴
、
政
見
な
ど
を
載

せ
た
選
挙
公
報
を　

月　

日牙
ご
ろ

１０

３１

配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所
や
市

内
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
も
置

い
て
い
ま
す
。

　

目
が
不
自
由
な
人
は
点
字
投
票
が
、

手
が
不
自
由
で
あ
る
な
ど
の
た
め
、

自
分
で
字
が
書
け
な
い
人
は
代
理
投

票
が
で
き
ま
す
。
投
票
所
の
職
員
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◇指定病院などでの不在者投票

　

一
定
規
模
以
上
で
、
不
在
者
投
票

が
で
き
る
指
定
を
受
け
た
病
院
や
老

人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
（
所
）
し
て

い
る
人
は
、
そ
の
病
院
な
ど
で
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。
病
院
な
ど
の

職
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◇滞在先での不在者投票

　

出
張
な
ど
で
市
外
に
滞
在
中
で
、

投
票
日
ま
で
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な

い
人
は
、
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員

会
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

投
票
用
紙
を
廿
日
市
市
選
挙
管
理

委
員
会
に
請
求
す
る
と
、
滞
在
先
に

投
票
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
滞

在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

　

日
数
が
か
か
る
の
で
、
早
め
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇郵便などによる自宅での

　不在者投票
　

法
で
定
め
る
重
度
の
障
が
い
な
ど

が
あ
る
人
で
、
郵
便
等
投
票
証
明
書
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
選
挙
管
理
委
員

会
に
投
票
用
紙
の
請
求
を
す
れ
ば
、
郵

便
な
ど
に
よ
り
自
宅
で
投
票
で
き
ま
す
。

※
投
票
用
紙
の
請
求
期
限　

　
　

月
６
日昌１１※

投
票
用
紙
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、

投票所は次のとおりです

廿日市地域
第１投票所　市役所

第２投票所　廿日市小学校

第３投票所　中央市民センター

第４投票所　廿日市高等学校

第５投票所　佐方市民センター

第６投票所　平良保育園

第７投票所　平良小学校

第８投票所　原市民センター

第９投票所　後畑集会所

第　投票所　串戸市民センター

１０第　投票所　宮内市民センター

１１※今回の選挙から、宮内小学校か

ら宮内市民センターに変更とな

ります第　投票所　明石集会所

１２第　投票所　地御前市民センター

１３第　投票所　阿品市民センター

１４第　投票所　阿品台中学校

１５第　投票所　阿品台西小学校

１６第　投票所　宮園市民センター

１７第　投票所　四季が丘市民センター

１８第　投票所　地御前小学校

１９第　投票所　野坂中学校

２０佐伯地域第　投票所　玖島ふれあいセンター

２１（玖島市民センター）

第　投票所　下川上集会所

２２第　投票所　平谷集会所

２３第　投票所　永原集会所

２４第　投票所　佐伯工業団地休養施設

２５（権現ハウス）
第　投票所　友和市民センター

２６第　投票所　河津原教育集会所

２７第　投票所　さいき文化センター

２８（津田市民センター）
第　投票所　浅原中央活性化セン

２９ター（浅原市民センター）

第　投票所　―
３０※投票区の統廃合に伴い、助藤、

大虫地区に住んでいる人の投票

所は、今回の選挙から所山集会

所に変更となります

第　投票所　所山集会所

３１第　投票所　栗栖集会所

３２第　投票所　中道集会所

３３第　投票所　飯山集会所

３４吉和地域第　投票所　吉和第二集会所

３５第　投票所　吉和福祉センター

３６大野地域第　投票所　青葉台集会所

３７第　投票所　柿の浦集会所

３８第　投票所　大野１区集会所

３９第　投票所　大野２区集会所

４０第　投票所　対厳山集会所

４１第　投票所　大野３区集会所

４２第　投票所　大野４区集会所

４３第　投票所　宮島台集会所

４４第　投票所　大野コミュニティセ

４５ンター（大野５区集会所）

第　投票所　大野６区集会所

４６第　投票所　大野７区集会所

４７第　投票所　大野８区集会所

４８第　投票所　大野９区集会所

４９第　投票所　大野　区集会所

５０
１０

第　投票所　松ケ原こども館

５１宮島地域第　投票所　中西集会所

５２第　投票所　西連集会所

５３第　投票所　宮島杉之浦市民セン

５４ター

※１０月１５日以降に市内での転居の届け出をした人は、転居前の住所地で投票することになります
選挙公報点字投票や代理投票

不在者投票

開票

　期日前投票を利用してください　投票日に用事や仕事、旅行、病気などで投票に行けない人は、事前に期日前投票ができます。期日前投票の際には、「期日前投票宣誓書」に所定の事項を記入することが必要です。あらかじめ、選挙のお知らせはがきの裏面に掲載している「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入しておくと、投票の受け付けが早く済みます。期日前投票される際は活用してください。期日前投票所市役所７階会議室・佐伯支所・吉和支所・大野支所・宮島支所　期　間　１１月９日松まで　時　間　８時３０分～２０時※各支所では１１月２日松から期日前投票を行えます記載例（はがきの裏面）
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 期日前投票宣誓書　私は、平成２５年１１月１０日執行の広島県知事選挙の当日、次の理由に該当する見込みですので、期日前投票をしたく、以下の記載が真実であることを誓います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年○○月○○日該当する□に　　を記入してください。□仕事、学業、冠婚葬祭などに従事□上記以外の用事又は事故のため、他の市区町　村又は投票区域外に外出、旅行、滞在□病気、負傷、出産、身体障害などのため歩行　困難□住所移転のため、他の市区町村に居住　
廿日市 太郎氏　名 明・大・昭・平 25年11月10日 生年月日 ※表面に記載の住所と同じ場合は　記入不要住　所


